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障がい者グループホーム体験利用促進事業費補助金交付要綱 

の制定について（通知） 

 

本県の障害福祉行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、平成30年度より障がい者グループホーム体験利用促進事業費

補助を実施することといたしました。 

つきましては、標記要綱を別添のとおり制定し、平成30年４月１日より施行

することとしましたので通知します。 

 

１ 目的と概要 

障がい者の地域生活の一つの手段であるグループホームの体験利用を促進

するため、指定共同生活援助事業者が提供するグループホームの体験利用の

支援（障害支援区分５又は６の者）に対し、予算の範囲内において補助金を

交付するものです。 

 

２ 補助額 

(1) 体験利用の支援を提供するための人件費上乗せ相当額 

 5,000円/日額・利用者一人あたり 

(2) 体験利用者を受け入れるにあたって要する家賃一部相当額 

 家賃の１／２相当額又は30,000円/月額・利用者一人あたりのいずれか

低い額 

 

 

管理者 殿 

問合せ先 

障害福祉課施設指導グループ 中村 

電 話 045-210-1111（内4725） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 


